
PLBの使用には、無線局免許の申請が必要です。

PLB は、「遭難自動通報局」という無線局です。
無線局免許を取らずに使用、所持すると法律により罰せられてしまう場合があります。
また、無線局免許申請が PLB の登録を兼ねています。
登録されていない PLB からの救難信号は、国やエリアによっては誤発信とみなされる可能性もあります。

免許申請はとても簡単です。 
 
記入する内容は、

●使用者の住所・氏名・電話番号
●パッケージに同封の「ビーコンコード及び個体識別番号証明書」に記載された番号、コード
●非常時の連絡先 2 名の氏名・電話番号

だけです。

命を守るためにも、PLB を購入したら、必ず、すぐに免許申請をしてください。
無線従事者等の資格は必要ありません。

免許の申請・取得には、別途 4,250 円が必要です。
また、年に 600 円の電波利用料がかかります。

免許申請から交付まで、約 1 ヶ月ほどかかります。

ご不明な点があれば、書類作成等のサポートもいたします。

PLBの免許は、個人に対して交付されます。

国際 VHF やレーダー、イーパーブなどの船舶局とは別の免許になります。
PLB は、内容的にはイーパーブと同じものですが、船舶免許で要求されるイーパーブのかわりにはなりません。

PLB免許の有効期限は5年です。

ひきつづき使用する場合は、再免許申請が必要です。
また、PLB の電池の保証期間も 5 年です。再免許にあわせてメーカーで電池交換とオーバーホールをするか、
新しい PLB と交換してください。
新しい PLB にする場合は、再免許ではなく開局申請となります。

PLBページ

http://www.seaplaza.jp/SHOP/30100.html


4,250 円の収入印紙を貼付。
割印はしないでください。

申請書記入見本および申請書送付先

パッケージに同封の
「ビーコンコード及び個体識別番号証明書」
に記載された番号、コードを記入してください。

見本に書いてある番号は架空の番号です。

PLBページ

http://www.seaplaza.jp/SHOP/30100.html


北海道
北海道総合通信局　航空海上課  〒 060-8795　北海道札幌市北区北 8 条西 2-1-1　札幌第 1 合同庁舎　011-709-4624 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
東北総合通信局　航空海上課   〒 980-8795　宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23 　仙台第 2 合同庁舎　022-221-0702

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
関東総合通信局　航空海上課  〒 102-8795 　東京都千代田区九段南 1-2-1 　九段第 3 合同庁舎　03-6238-1733
  
長野、新潟

信越総合通信局　航空海上課  〒 380-8795　長野県長野市旭町 1108　長野第 1 合同庁舎　026-234-9983

富山、石川、福井
北陸総合通信局　航空海上課  〒 920-8795　石川県金沢市広坂 2-2-60　金沢広坂合同庁舎　076-233-4471

岐阜、静岡、愛知、三重
東海総合通信局　航空海上課 〒 461-8795　愛知県名古屋市東区白壁 1-15-1　名古屋合同庁舎第 3 号館　052-971-9113

滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
近畿総合通信局　航空海上課  〒 540-8795　大阪府大阪市中央区大手前 1-5-44　大阪合同庁舎第 1 号館　06-6942-8548

鳥取、島根、岡山、広島、山口
中国総合通信局　航空海上課  〒 730-8795　広島県広島市中区東白島町 19-36 　082-222-3357    

徳島、香川、愛媛、高知
四国総合通信局　航空海上課 〒 790-8795　愛媛県松山市宮田町 8-5 　089-921-5071 

福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
九州総合通信局　航空海上課 〒 860-8795　熊本県熊本市春日 2-１0-１　熊本地方合同庁舎 A 棟　096-326-7892

沖縄
沖縄総合通信事務所　無線通信課  〒 900-8795  那覇市旭町 1-9  カフーナ旭橋 B-1 街区 5　096-326-2315

申請書の送付先、お問い合わせ先

●無線局免許申請書×1枚
●無線局事項書及び工事設計書×2枚
　　（オリジナル + コピー各 1 枚）

●ビーコンコード及び個体識別番号証明書×1枚
　（ミシン目で切り離し、「総務省提出用」を同封。　
　「お客様控え」は大切に保管してください）

●免許送付用封筒
住所記入、切手 82 円貼付　

を、管轄の総合通信局（沖縄は総合通信事務所）
に送付してください。
問題がなければ、約 1 ヶ月で無線局免許状が交付
されます。

無線局免許状といっしょに、無線局免許証票シールが送付されます。
証票シールは PLB 本体に貼付してください。 
無線局免許状、無線局事項書および工事設計書控え、ビーコンコード
及び個体識別番号証明書（お客様控え）は大切に保管してください。

免許交付用封筒 無線局免許申請書

ビーコンコード及び個体識別番号証明書

ミシン目で切り取り　「総務省提出用」

無線局事項書及び工事設計書コピー

無線局事項書及び工事設計書


